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１．水質検査の基本方針 
 

（１）長井市では、お客様に安全で良質な水道水を供給するために水質検査計画を 

策定し、定期的に水質検査を実施します。 
 

（２）水質検査計画には、水質検査項目、採水地点、検査の回数を記載します。 

  また、水質検査を省略する項目については、その理由も記載します。 
 

（３）水質検査計画に基づく水質検査の結果については、それを評価のうえ、公表します。 
 

２．上水道事業の概要 
 

  長井市の給水状況は、次のとおりとなっております。 
 

（１）計画給水人口                 ２８，０００人 

（２）計画一日最大給水量               １０，９００㎥ 

（３）給水人口（令和５年度）           ２３，８６４人 

（４）実績一日最大給水量（令和５年度）        ９，４１９㎥ 

（５）実績一日平均給水量（令和５年度）          ８，２３３㎥ 

（６）実績年間給水量（令和５年度）            ３，０１３千㎥ 
 

３．水道水源及び水道水の状況 

水質管理上
留意する項目

第３水源地
（休止予備）

第４水源地 第５水源地 第６水源地

原水の種類

浄水方法

クリプトスポリジウム等（耐塩素性病原生物）対策指針に基づく指標菌検査
の項目（大腸菌、嫌気性芽胞菌）

第７水源地

平山地内 平山地内 清水町地内

水源名称

所  在  地

第２水源地

水源周囲の状況 周辺には、集落及び農耕地が存在するが特定の汚染源は存在しない。

平山地内 平山地内 平山地内

地下水

次亜塩素酸ナトリウムによる消毒

 



 



４．検査項目及び検査回数    
 

① 毎日検査項目（浄水３項目） 
 

「色」、「濁り」、「消毒の残留効果」３項目の浄水検査を行います。 
 

② 水質基準項目（浄水５１項目）【別表-１】  
 

「水質基準に関する省令」において規定された水質基準項目５１項目の浄水検 

査を行います。   

なお、水質基準項目の検査回数は、水道法施行規則に基づき、過年度の検査結

果を踏まえ、項目毎に設定しております。 
 

③ 原水検査（水質基準項目３９項目）【別表-２】   
 

原水の取水から浄水処理、配水に至るまでの一連の水質管理の状況を確認する

ために年１回の原水検査を行います。 

原水検査は、水質基準項目５１項目から１２項目（「消毒副生成物」塩素消毒に

より発生する１１項目、「性状項目」味 １項目）を除いた３９項目の検査を行い

ます。 
 

④ 水質管理目標設定項目【別表‐３】  
 

基準項目以外の、水道水において検出の可能性がある項目、水質管理上留意す

べき項目（「水質管理目標設定項目」１５番（農薬類１６成分）について、年１回

の浄水検査を行います。 
 

⑤ 「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」（以下「クリプトスポリジウム

等対策指針」という。）に基づく指標菌検査 
 

  クリプトスポリジウム及びジアルジア（耐塩素性病原微生物）は、水道の消毒 

 に使用する塩素が効かない原虫であり、これに汚染された水道水を飲むと下痢な   

 どの感染症をひきおこします。                           

  長井市の水道施設は、「クリプトスポリジウム等対策指針」におけるリスクレベ

ル１(クリプトスポリジウム等による汚染の可能性が低い施設)の施設であり、当

該指針に基づき、各水源地において年１回の指標菌検査（「大腸菌」、「嫌気性芽胞

菌」）を行います。 
 

⑥ 放射性物質検査 
 

 東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質検

査を環境省のモニタリング方針に基づき年４回行います。 

なお、これまで行った放射性物質検査において放射性物質は検出されておりませ

ん。 

検査対象放射性物質  放射性セシウム（134 及び 137）  
 

     ※ 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により、東京電力(株) 

      福島第一原子力発電所において放射性物質の放出を伴う原子力事故が発生し、 

           その事故直後には各地の水道水から放射性物質が検出されたことが起因。 

 



５．検査地点【別紙-１】 
 

   定期の水質検査は、配水系統毎に選定した下記の検査地点において行います。 
    

【毎日検査地点】  色、濁り、残留塩素の３項目 【浄水検査地点】  水質基準項目 

地 区 名 検 査 地 点 配 水 系 統 地 区 名 検 査 地 点

時 庭 波 化 集 会 所 平 野 配 水 池 平 山 平 山 浄 水 場

東 五 十 川 東 五十 川公 民館 森 配 水 池 時 庭 長井市豊田コミュニティセンター

下 伊 佐 沢 下 伊佐 沢公 民館 上地区配水池 東 五 十 川 東 五 十 川 公 民 館

白 兎 白兎集会センター 寺 泉 配 水 池 下 伊 佐 沢 下 伊 佐 沢 公 民 館

今 泉 今 泉 駅 今 泉 配 水 池 白 兎 白 兎 集 会 セ ン タ ー

河 井 河 井 公 民 館   
  

  長井市の水道水源は地下水であり、市内５箇所にある深井戸から取水しております。 

 その全ての水源地において原水検査を行います。  
 

   

【原水検査地点】  水質基準項目

地 区 名 検 査 地 点

平 山 第 ２ 水 源 地

清 水 町 第 ４ 水 源 地

平 山 第 ５ 水 源 地

平 山 第 ６ 水 源 地

平 山 第 ７ 水 源 地  
 

                
             浄水採水状況（蛇口）            原水採水状況（水源地） 
 

６．臨時の水質検査 
 

  臨時の水質検査は、次のような場合に行います。 
 

（１）水源の水質が著しく悪化したとき。 

（２）水源に異常があったとき。 

（３）浄水処理過程に異常が発見されたとき。 

（４）配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。 

（５）その他、特に必要があると認められるとき。 

 

 

 



７．水質検査の委託先 
 

環境省が実施した「令和６年度水道水質検査の精度管理調査」において「第一群」と評

価された登録検査機関（厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関）の中から、山形県内

に分析所を有する水質検査機関に委託します。 
 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 
 

検査の評価（結果）

見
直
し

意見水質検査計画の 策定

検 査 の 実 施
公表

需

要

者

水 道 事 業 者
国 又 は

県に よる

監 督

指導
助言

水 道 事 業 者 に よ る

  
 

９．関係者との連携 
 

  万一緊急事態が発生した場合は、国、県及び関係機関と連携を図り迅速かつ適切な対応

を行います。 

 

 

お問い合わせ先及び宛先  
 

郵便番号 993-8601 

               山形県長井市栄町１番１号 

               長井市役所 上下水道課 工務係 

               電 話  0238-82-8019（直通） 

               Ｆ  Ａ  Ｘ   0238-87-3373 

               E ‐ m a i l  suido＠city.nagai.yamagata.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この水質検査計画

は、お客様に公表し、

その内容についての

ご意見を参考に、毎

年「水質検査計画」

を見直します。 

この水質検査計画

及び検査結果は、ホ

ームページ等におい

て公開します。 
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【別表-１】令和７年度 水質基準項目（浄水）の検査項目及び検査頻度 
                                                          

【浄水検査項目】

基本検査

頻度

実施検査

頻度
検査頻度設定理由

1 一般細菌 100個/ｍL以下 毎月 毎月 月１回 省略不可項目

2 大腸菌 検出されないこと 毎月 毎月 月１回 省略不可項目

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 年４回 年１回 １）

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 年４回 年１回 １）

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 年４回 年１回 １）

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 年４回 年４回 基本検査頻度

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 年４回 年１回 １）

8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下 年４回 年１回 １）

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 年４回 年１回 １）

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 年４回 年１回 １）

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 年４回 年１回 １）

13 ホウ素及びその化合物 1mg/L以下 年４回 年１回 １）

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 年４回 年１回 １）

15 １，４-ジオキサン 0.05mg/L以下 年４回 年１回 １）

16
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトラン

ス-１，２-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下 年４回 年１回 １）

17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 年４回 年１回 １）

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 年４回 年１回 １）

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 年４回 年１回 １）

20 ベンゼン 0.01mg/L以下 年４回 年１回 １）

21 塩素酸 0.6mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

23 クロロホルム 0.06mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

26 臭素酸 0.01mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

30 ブロモホルム 0.09mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 年４回 年４回 省略不可項目 （消毒副生成物）

32 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 年４回 年１回 １）

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 年４回 年１回 １）

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 年４回 年１回 １）

35 銅及びその化合物 1mg/L以下 年４回 年１回 １）

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 年４回 年１回 １）

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 年４回 年１回 １）

38 塩化物イオン 200mg/L以下 毎月 毎月 月１回 省略不可項目

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下 年４回 年１回 １）

40 蒸発残留物 500mg/L以下 年４回 年１回 １）

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 年４回 年１回 １）

42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下

原因藻類

発生時期

に月に１

回以上

年１回

 カビ臭物質 （深井戸から取水した地下水が原

水であり、取水地点においてカビ臭の原因とな

る藻類が生息できないため、年１回の検査頻

度にしています。）

43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 〃 年１回 カビ臭物質 （同上）

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 年４回 年１回 １）

45 フェノール類 0.005mg/L以下 年４回 年１回 １）

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L以下 毎月 毎月 月１回 省略不可項目

47 ｐｈ値 5.8以上8.6以下 毎月 毎月 月１回 省略不可項目

48 味 異常でないこと 毎月 毎月 月１回 省略不可項目

49 臭気 異常でないこと 毎月 毎月 月１回 省略不可項目

50 色度 ５度以下 毎月 毎月 月１回 省略不可項目

51 濁度 ２度以下 毎月 毎月 月１回 省略不可項目

１） 　水道法施行規則の規定により、過去３年間の検査結果が基準値の１／５以下で安全性が確認されている項目については

年１回の検査頻度としております。

番号 水質基準項目 　水質基準値
給水栓 (蛇口） から採水 

 



【別表-２】令和７年度 原水検査の検査項目（水質基準項目） 

【原水検査項目】

番号 水質基準項目
関連
項目

区分 基  準  値 摘要

１ 一般細菌 健康 病原微生物
1ｍｌの検水で集落数が

100以下

２ 大腸菌 健康 病原微生物 検出されないこと

３ カドミウム及びその化合物 健康 金属類 0.003mg/L以下

４ 水銀及びその化合物 健康 金属類 0.0005mg/L以下

５ セレン及びその化合物 健康 金属類 0.01mg/L以下

６ 鉛及びその化合物 健康 金属類 0.01mg/L以下

７ ヒ素及びその化合物 健康 金属類 0.01mg/L以下

８ 六価クロム化合物 健康 金属類 0.02mg/L以下

９ 亜硝酸態窒素 健康 無機物 0.04mg/L以下

１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 健康 消毒材・消毒副生物 0.01mg/L以下

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 健康 無機物 10mg/L以下

１２ フッ素及びその化合物 健康 無機物 0.8mg/L以下

１３ ホウ素及びその化合物 健康 無機物 1mg/L以下

１４ 四塩化炭素 健康 有機物 0.002mg/L以下

１５ １，４－ジオキサン 健康 有機物 0.05mg/L以下

１６
シス－１,２－ジクロロエチレン及びトランス－１，
２－ジクロロエチレン

健康 有機物 0.04mg/L以下

１７ ジクロロメタン 健康 有機物 0.02mg/L以下

１８ テトラクロロエチレン 健康 有機物 0.01mg/L以下

１９ トリクロロエチレン 健康 有機物 0.01mg/L以下

２０ ベンゼン 健康 有機物 0.01mg/L以下

３２ 亜鉛及びその化合物 性状 金属類 1mg/L以下

３３ アルミニウム及びその化合物 性状 金属類 0.2mg/L以下

３４ 鉄及びその化合物 性状 金属類 0.3mg/L以下

３５ 銅及びその化合物 性状 金属類 1mg/L以下

３６ ナトリウム及びその化合物 性状 無機物 200mg/L以下

３７ マンガン及びその化合物 性状 金属類 0.05mg/L以下

３８ 塩化物イオン 性状 その他 200mg/L以下

３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 性状 無機物 300mg/L以下

４０ 蒸発残留物 性状 無機物 500mg/L以下

４１ 陰イオン界面活性剤 性状 有機物 0.2mg/L以下

４２ ジェオスミン 性状 有機物 0.00001mg/L以下

４３ ２－メチルイソボルネオール 性状 有機物 0.00001mg/L以下

４４ 非イオン界面活性剤 性状 有機物 0.02mg/L以下

４５ フェノール類 性状 有機物 0.005mg/L以下

４６ 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 性状 その他 3mg/L以下

４７ ｐｈ値 性状 その他 5.8以上8.6以下

４９ 臭気 性状 その他 異常でないこと

５０ 色度 性状 その他 ５度以下

５１ 濁度 性状 その他 ２度以下  

 

 

 

 



【別表-３】令和７年度 水質管理目標設定項目（浄水検査） 

【検査地点 ： 豊田コミニュティセンター】

番号 項目 目標値
検査実施

項目
区分  備　考

１ アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下 ○ 無機物･重金属

２ ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下（暫定） ○ 無機物･重金属

３ ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下 ○ 無機物･重金属

４ 削除  Ｈ２６削除

５ １．２－ジクロロエタン 0.004mg/L以下 ○ 一般有機物

６ 削除   Ｈ２１削除

７ 削除  Ｈ２１削除

８ トルエン 0.4mg/L以下 ○ 一般有機物

９ フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） 0.08mg/L以下 ○ 一般有機物

１０ 亜塩素酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物  消毒剤に二酸化塩素を使用しないので省略

１１ 削除  Ｈ２０削除

１２ 二酸化塩素 0.6mg/L以下 消毒剤  消毒剤に二酸化塩素を使用しないので省略

１３ ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下（暫定） ○ 消毒副生成物

１４ 抱水クロラール 0.02mg/L以下（暫定） ○ 消毒副生成物

１５ 農薬類 （120成分）
検出値と目標値の比
の和として、１以下

○ 農薬  １６成分について検査実施

１６ 残留塩素 1mg/L以下 臭気  水質基準項目に含まれる （毎日検査実施）

１７ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10mg/L以上～100mg/L以下 味  水質基準項目に含まれる （年１回検査実施）

１８ マンガン及びその化合物 0.01mg/L以下 着色  水質基準項目に含まれる （年１回検査実施）

１９ 遊離炭酸 20mg/L以下 ○ 味

２０ １．１．１－トリクロロエタン 0.3mg/L以下 ○ 臭気

２１ メチル－ｔ－ブチルエーテル 0.02mg/L以下 ○ 臭気

２２ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3mg/L以下 ○ 味

２３ 臭気強度（ＴＯＮ） 3以下 臭気  原水が地下水のため省略

２４ 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下 味  水質基準項目において年１回検査実施

２５ 濁度 1度以下 基礎的性状  水質基準項目に含まれる （毎月検査実施）

２６ ＰＨ 7.5程度 腐食  水質基準項目に含まれる （毎月検査実施）

２７ 腐食性（ランゲリア指数） -1程度以上 ○ 腐食

２８ 従属栄養細菌
1mlの検水で形成される

集落数が2000以下
○

水道施設の
健全性の指標

２９ １，１－ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 ○ 一般有機物

３０ アルムニウム及びその化合物 0.1mg/L以下 着色  水質基準項目に含まれる (年１回検査実施）

３１ ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸
量の和として
0.00005以下

〇 一般有機物

検査実施項目数 17項目  
 

 

 

水質管理目標設定項目 １５番（農薬類）１６成分　検査実施

成分 用途 目標値 成分 用途 目標値

イソプロチオラン（ＩＰＴ）  殺菌剤 0.3ｍｇ/ｌ 以下 ジクロベニル（ＤＢＮ） 除草剤 0.03ｍｇ/ｌ 以下

オリサストロビン 殺菌剤 0.1ｍｇ/ｌ 以下 テフリルトリオン 除草剤 0.002ｍｇ/ｌ 以下

ダイアジノン 殺虫剤 0.003ｍｇ/ｌ 以下 ブタクロール 除草剤 0.03ｍｇ/ｌ 以下

フィブロニル 殺虫剤 0.0005ｍｇ/ｌ 以下 プレチラクロール 除草剤 0.05ｍｇ/ｌ 以下

フェニトロチオン（ＭＥＰ） 殺虫剤 0.01ｍｇ/ｌ 以下 ブロモブチド 除草剤 0.1ｍｇ/ｌ 以下

フェノブカルブ（ＭＰＭＣ） 殺虫剤 0.03ｍｇ/ｌ 以下 ベンタゾン 除草剤 0.2ｍｇ/ｌ 以下

ホスチアゼート 殺虫剤 0.05ｍｇ/ｌ 以下 ベンフレセート 除草剤 0.07ｍｇ/ｌ 以下

マラソン（マラチオン） 殺虫剤 0.7ｍｇ/ｌ 以下 モリネート 除草剤 0.005ｍｇ/ｌ 以下  



【別表-４】令和７年度 水質検査成績（浄水検査） 

【浄水（蛇口から採水）】

番号 水質基準項目
基  準  値

単位：ｍｇ/L
豊田ｺﾐｭﾆﾃィｾﾝﾀｰ 東五十川公民館 下伊佐沢公民館

１ 一般細菌
1ｍｌの検水で集落数が

100以下 0 0 0

２ 大腸菌 検出されないこと 検出しない 検出しない 検出しない

３ カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

５ セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

７ ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

８ 六価クロム化合物 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.2 0.2 0.2

１２ フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.05未満 0.05未満 0.05未満

１３ ホウ素及びその化合物 1mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

１５ １，４－ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

１６
シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス-１，２－

ジクロロエチレン
0.04mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

１７ ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

１８ テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

１９ トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２０ ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 0.06未満 0.06未満 0.06未満

２２ クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

２３ クロロホルム 0.06mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２４ ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満

２５ ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２７ 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２８ トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満

２９ ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

３０ ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

３１ ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満

３３ アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満

３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満

３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 0.01未満 0.01 0.01未満

３６ ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 5.0 4.9 4.9

３７ マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

３８ 塩化物イオン 200mg/L以下 4.2 4.3 4.3

３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下 20 21 20

４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 52 49 46

４１ 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

４２ ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

４３ ２－メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

４４ 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

４５ フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

４６ 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L以下 0.2未満 0.2未満 0.2未満

４７ ｐｈ値 5.8以上8.6以下 6.9(25°C） 6.9(22°C） 7.1(22°C）

４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

５０ 色度 ５度以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満

５１ 濁度 ２度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満  



【別表-４】令和７年度 水質検査成績（浄水検査） 

【浄水（蛇口から採水）】

番号 水質基準項目
基  準  値

単位：ｍｇ/L
平山浄水場 河井公民館 白兎公民館

１ 一般細菌
1ｍｌの検水で集落数が

100以下
0 0 0

２ 大腸菌 検出されないこと 検出しない 検出しない 検出しない

３ カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

５ セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

７ ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

８ 六価クロム化合物 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満

１０ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.2 0.2 0.2

１２ フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.05未満 0.05未満 0.05未満

１３ ホウ素及びその化合物 1mg/L以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満

１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

１５ １，４－ジオキサン 0.05mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満

１６
シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス-１，２－
ジクロロエチレン

0.04mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

１７ ジクロロメタン 0.02mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

１８ テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

１９ トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２０ ベンゼン 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 0.06未満 0.06未満 0.06未満

２２ クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

２３ クロロホルム 0.06mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２４ ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満

２５ ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２７ 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

２８ トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満

２９ ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

３０ ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

３１ ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満

３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満

３３ アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満

３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満

３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 0.01 0.01 0.01未満

３６ ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 4.4 4.8 4.7

３７ マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満

３８ 塩化物イオン 200mg/L以下 3.8 4.1 4.1

３９ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下 19 20 19

４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 45 48 46

４１ 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満

４２ ジェオスミン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

４３ ２－メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

４４ 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満

４５ フェノール類 0.005mg/L以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

４６ 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L以下 0.2未満 0.2未満 0.2未満

４７ ｐｈ値 5.8以上8.6以下 6.9(22°C） 7.0(22°C） 7.0(22°C）

４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし

５０ 色度 ５度以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満

５１ 濁度 ２度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満  


